
日　時：令和８年３月１８日（水）１８時～１８時３０分

場　所：緑と語らいの広場複合施設　えにあす１階　会議室４

出　席：（委員）　貝嶋会長、神田副会長、江川委員、高岡委員、寺田委員

　　　　　　　　　中井委員、中村委員 （７名出席）

　　　　（ 市 ）　保健福祉部長、センター長、保健課長、健康スポーツ課長

　　　　　　　　　保健予防担当主査、健康推進担当主査

　　　　　　　　　スタッフ

傍　聴：０名

１．開会 保健課長

２．議事

　貝嶋会長の進行により、議事の審議が進められた。報告内容は次のとおり。

（１）令和７年度新規事業報告について

①救急安心センターさっぽろ事業（＃7119）について

　事務局より、救急安心センターさっぽろ事業（＃7119）について説明し、了承

された。

【質問・意見】

 委員からの質問、意見はなかった。

②帯状疱疹ワクチン予防接種定期接種について

　事務局より、帯状疱疹ワクチン予防接種定期接種について説明し、了承された。

【質問・意見】

Ａ委員　全体及び７０、７５歳の接種率を教えて欲しい。

事務局 接種回数が２回のワクチンがあり純粋な数字は分からないが、全体の接種率は

概算で２０％～３０％ほど。年齢別の数は計上していなくお示しできない。

③成人歯科健診（歯周疾患検診）事業について

　事務局より、成人歯科健診（歯周疾患検診）事業について説明し、了承された。

【質問・意見】

Ｂ委員　歯周疾患健診の受診が１番多い年代を教えて欲しい。

事務局 令和６年の受診率の実績では５０代が一番多い。若い方の受診率が２％～３％

と少ないため、周知を続けていきたい。

（２）令和８年度保健事業の推進について

　事務局より、令和８年度保健事業の推進について説明し、了承された。

【質問・意見】

 委員からの質問、意見はなかった。
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（３）令和８年度予算(案)の概要について

　事務局より、令和８年度予算(案)の概要について説明し、了承された。

【質問・意見】

 委員からの質問、意見はなかった。

（４）令和８年度新規事業報告について

①RSウイルスワクチン予防接種定期接種について

　事務局より、RSウイルスワクチン予防接種定期接種について説明し、了承された。

【質問・意見】

Ｃ委員　接種者数はどのくらいの人数を見込んでいるのか。

事務局 昨年度の出生数約４００人に対し、８０％ほどの３００～３５０人程度の見込み。

Ｃ委員　ということは接種費用は１回あたり３万円程度か。

事務局 お見込みのとおりである。

Ａ委員 市外の医療機関で接種をする方の周知はどのように考えているのか？

事務局 妊娠届提出時に周知予定のため、市外で接種をする方もにも周知できる見込み。

Ｄ委員 ＲＳウイルスワクチン予防接種に係る助成は、恵庭市独自で近隣では初の助成

となるのか。それとも全国の市町村一斉で始まるものなのか。

事務局 独自ではなく国が予防接種法の定期の予防接種に新たにＲＳワクチンを追加し、

各市町村が実施主体となり行う。基本的に全国の市町村で一斉に開始するもの。

Ｅ委員 国から補助金は出るのか。

事務局 補助金ではないが、定期の予防接種は費用の一部が地方交付税として交付される。

②恵庭市骨粗しょう症検診事業について

　事務局より、恵庭市骨粗しょう症検診事業について説明し、了承された。

【質問・意見】

Ｅ委員 こちらの事業は新規事業で令和７年度まではなかったものか。

事務局 そのとおり。健康増進法改正で努力義務になっていたものだが、来年度予算が付き

実施することとなった。

Ｅ委員 個々の医療機関ではなく、集団検診で行うものなのか。

事務局 市で助成を行うのは新規となるため、まずは集団検診で受診率などのデータを取り、

それを元に今後医師会等と相談して市内の医療機関にも対象を広げていくか考えたい。



③恵庭市ポリファーマシー対策事業（国民健康保険特別会計）について

　事務局より、恵庭市ポリファーマシー対策事業（国民健康保険特別会計）について

　説明し、了承された。

【質問・意見】

Ｅ委員 多剤というのは何剤以上を想定しているのか。

事務局 基本的に国は６剤以上と示しているが、対象者の数や予算等を勘案しながら今後

決めていきたい。

（５）恵庭市新型インフルエンザ等対策行動計画について

　事務局より、恵庭市新型インフルエンザ等対策行動計画について説明し、了承された。

【質問・意見】

 委員からの質問、意見はなかった。

３．その他

　その他、 委員からの質問、意見はなかった。

４．閉会

以上


